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令和７年度伯耆町結婚新生活支援事業 申請書類チェックリスト 

初めて申請される新婚世帯と、前年度に申請された継続補助世帯で必要書類が異なります。 

以下の書類以外にも別途書類を提出していただく場合があります。 

 

＜共通書類＞ 

1.申請に関する書類 □①初めて申請される世帯（新婚世帯） 

→ 『伯耆町結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）』 

□②前年度に申請し、交付額が補助上限額に満たなかった世帯（継続補助世帯） 

→ 『伯耆町結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書（継続補助用）（様式第１号 

の２）』 

2.貸与型奨学金を返済

している場合の書類 

□夫 □妻 

□『奨学金返還額証明書』   ※領収書や通帳の写しでも可 

貸与型奨学金の令和６年中（令和６年１月～12 月）の返済額が分かるもの 

※令和６年度の夫婦の合計所得が 500 万以上の場合で、令和６年中の奨学金返済額を

差し引くと 500 万円未満になる場合に提出が必要です。 

『奨学金返還額証明書』の詳細については、日本学生支援機構のホームページをご覧ください。 

3.契約に関する書類 

※契約名義人が夫婦の一

方または双方でなければ

いけません。 

 

※注意（P.３をご確認くだ

さい） 

 

【住居を購入した場合】 

□売買契約書、工事請負契約書等の写し 

 契約者両名、契約年月日、購入住宅住所、契約金額、建物部分の金額の記載があるもの 

対象外経費 土地購入代、住宅ローンにかかる手数料・利息 

【住居をリフォームした場合】 

□工事請負契約書または請書の写し 

 契約者両名、契約年月日、工事場所住所、工事明細の記載があるもの 

対象外経費 ・倉庫、車庫に係る工事費用  ・門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 

・エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用 

※リフォームを行う住宅が事務所兼自宅の場合、リフォームを行う部分が住宅部分であ

ること、費用が事務所経費で支払われていないこと。 

【アパートなどを賃貸借契約した場合】 

□賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し 

 契約者両名、住所、契約締結年月日、入居者氏名、住宅に係る費用の記載があるもの 

 対象経費は、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ 

対象外経費 駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、 

火災保険料、家財保険料、契約一時金、保証金など 
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4.引越に関する書類 □引っ越し費用の明細および領収書の写し 

引越日、支払者、支払先、金額、「引越代金」等の記載があるもの 

運輸局の許可を受けた引越業者または運送業者への支払い分のみ対象です。 

自らレンタカーを借りて引越した場合、友人に頼んだ場合などは対象になりません。 

5.費用に関する書類 

 

□領収書や通帳の写し等 

 支払日、支払者（フルネーム）、支払先、支払金額の内訳がわかるもの 

※令和７年４月１日～令和８年３月 31 日の間に、夫婦の一方または双方が支払った費

用が対象です 

6.住宅手当に関する書

類 

□住宅手当支給証明書（様式第２号） 

 ※勤めている会社にすべて記入してもらってください。 

 ※申請時の住所に対する証明書を記入してもらってください。 

 ※支給されていない場合でも提出が必要です。 

7.誓約に関する書類 □個人情報確認同意書及び誓約書（様式第３号） 

 

＜新婚世帯（初めて申請される世帯）＞ 

1.婚姻の事実、婚姻日を

証明する書類 

□戸籍謄本または婚姻届受理証明 

※伯耆町に本籍がある方、または、伯耆町に婚姻届を提出した方は提出不要です。 

2.住所に関する書類 □住民票 

 ※伯耆町に住民票がある方は提出不要です。 

3.所得等に関する書類 

（夫婦とも提出） 

□夫 □妻 

 

□【令和７年度所得証明書】（令和６年中の所得） 

〇令和７年１月１日時点で伯耆町に住民票がある →提出不要 

〇令和７年１月１日時点で伯耆町に住民票がない 

  → 令和７年 1 月１日時点で住民票があった自治体で取得 

※令和７年度の所得証明書は、通常令和７年 6 月頃から発行されます（詳しくは発行自治体へ 

お問い合わせください）。 

□【納税証明書】（未納がないことの証明） 

〇令和７年１月１日時点で伯耆町に住民票がある →提出不要 

〇令和７年１月１日時点で伯耆町に住民票がない 

 → 令和７年 1 月１日時点で住民票があった自治体で取得 

 

＜継続補助世帯（前年度申請し補助額が満額に満たなかった世帯）＞ 

1.交付額に関する書類 □前年度の「交付決定及び交付額確定通知書」の写し 
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※注意 

住居の購入・リフォームについて、住宅に係る下記の国の補助制度との併用はできません。 

ただし、リフォームについては請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用できます。 

下記以外の国の補助制度についてはご相談ください。 

・こどもみらい住宅支援事業   

・地域型住宅グリーン事業   

・こどもエコすまい支援事業 

・ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業   

・長期優良住宅化リフォーム推進事業 

・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）化等支援事業及び集合住宅の省 CO2 化

促進事業   

・住宅・建築物安全ストック形成事業   

・次世代省エネ建材支援事業 

・既存住宅における断熱リフォーム支援事業   

・住宅エコリフォーム推進事業 

・住宅・建築物省エネ改修推進事業  

・住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業 

・高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ・申請先 

伯耆町役場 住民課 

☎０８５９－６８－３１１５ 


